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令和６年第８回東松山市教育委員会会議録 

 

招集告示 令和６年８月２０日 

招集期日 令和６年８月２７日 

開会の場所 総合会館３階 ３０１会議室 

開閉の日時 

 

令和６年８月２７日 午前９時３０分から 

令和６年８月２７日 午前１０時２０分まで 

議長 吉 澤  勲 教育長 

出席委員 

教育長職務代理 稲 垣 孝 章 

委   員 田 中 純 一 

委   員 利根川 澄 子 

委   員 寺 田 浩 之 

 

 

 

 

会議出席者 

学 校 教 育 部 長 

 

こ ど も 家 庭 部 長 

 

生 涯 学 習 部 次 長 

 

教 育 総 務 課 長 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

こ ど も 支 援 課 長 

 

学校給食センター所長 

 

きらめき市民大学事務局長 

 

教 育 総 務 課 主 事 

 

 

 

高荷和良 

 

神庭法子 

 

田島信子 

 

橋本光能 

 

上 敏文 

 

大石和夫 

 

須澤  理 

 

小林玲人 

 

若松春良 

 

 

生 涯 学 習 部 長 

 

学 校 教 育 部 次 長 

     

こども家庭部次長 

 

学 校 教 育 課 長 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

 

保 育 課 長 

 

市 立 図 書 館 長 

 

教育総務課副課長 

 

 

柳沢知孝 

 

細野 敦 

 

加藤勝子 

 

久保田慶一 

 

大木克彦 

 

阿部康裕 

 

厚木秀夫 

 

石川太郎 

 

 

 

書記 教育総務課 若松春良 
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日程第１ 開会 

教育長   ただ今から令和６年第８回東松山市教育委員会を開会します。 

なお、本日は傍聴の申入れがございます。教育委員会会議規則第

１４条により「教育長の許可を得て傍聴することができる」という

ことになっておりますが、本日は議案第４１号が予算に関する案件

であることから、この案件は非公開とし、それ以外の部分を公開す

ることで許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

委員   〔異議なしとの声あり〕 

 

教育長   それではそのように傍聴を許可します。また、非公開とした案件

についての会議録は公表しません。 

 

（傍聴人入室） 

 

教育長   本日の会議は、議案第４１号が予算に関する案件であるため非公

開とします。それ以外については傍聴を許可することとしますの

で、傍聴人は、傍聴人規則に従って傍聴されるようお願いします。 

 

 

日程第２ 会議録の承認 

（令和６年第７回東松山市教育委員会会議録の承認） 

 

 

日程第３ 議事  

教育長   これより議事に入ります。はじめに、議案第４０号「東松山市立

小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則制定につい

て」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

学校教育課長   （議案第４０号について説明） 

 

教育長   説明は終わりました。これより質疑に入ります。本件につきまし

て、何か質疑はございますか。 

 

教育長   ないようですので、質疑を終了します。 

 

教育長    議案第４０号については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

委員   〔異議なしとの声あり〕 
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教育長   異議なしと認め、議案第４０号は原案のとおり可決いたしまし

た。 

 

教育長   ここからは、予算に関する案件となりますので、傍聴人は一時退

室をお願いします。暫時休憩します。 

 

      （傍聴人退室） 

 

（議案第４１号は非公開案件のため、議事録も非公開です） 
 
      【以下、非公開案件】 
 

 
      【以上、非公開案件】 
 

      （傍聴人が帰られたため再入室なし） 

 

教育長   次に、議案第４２号「財産の取得の追認について」を議題といた

します。事務局より説明をお願いします。 

 

学校教育課長   （議案第４２号について説明） 

 

教育長   説明は終わりました。これより質疑に入ります。本件につきまし

て、何か質疑はございますか。 

 

田中委員   昨年度以前は学校が個別に購入、今回は教育委員会が取りまと

めて購入したとのことですが、今後はどのように行っていく予定

でしょうか。 

 

学校教育課長   次回も教育委員会で取りまとめ、必要な議決を経て購入す

ることを考えております。 

 

田中委員   事務局の負担はどのくらい増えますか。 

 

学校教育課長   もともと、教科書取次店とのやりとりを学校教育課で行っ

ているため、負担は大きく増えないと考えています。 

 

稲垣職務代理   どうしてチェック機能が漏れたのでしょうか。 
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学校教育課長   学校ごとの個別発注であると認識していましたが、総務課

にもご協力いただき、地方自治法の解釈や近隣自治体の動向

を精査した結果、今回のケースは１つの発注による財産取得

との見方が妥当であるとの結論に至ったものです。 

 

稲垣職務代理   教育委員会が組織として、チェック機能を強化していく必

要があると思いました。 

 

利根川委員   納入場所の内訳に桜山小と大岡小が入っていないことについ

て、説明をお願いします。 

 

学校教育課長   市内の教科書取次店が２店あり、もう１店の文林堂で購入

しております。 

 

教育長   ほかにございますか。ないようですので、質疑を終了します。 

 

教育長    議案第４２号については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

委員   〔異議なしとの声あり〕 

 

教育長   異議なしと認め、議案第４２号は原案のとおり可決いたしまし

た。 

 

 

日程第４ 教育長報告  

教育長   教育長報告に移ります。まず、私の方から報告を申し上げまし

て、次に学校教育部長・生涯学習部長・こども家庭部長以下で引き

続き報告をさせていただきます。 

 

       ◎主な行事日程について説明 

 

学校教育部長   特にございません。 

 

生涯学習部長   生涯学習課から報告がございます。 

 

市立図書館長   ◎なしの花図書室について 

 

こども家庭部長   特にございません。 
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教育長   報告は終わりました。ただ今の件について、何かございますか。 

 

教育長   そのほかに、委員の皆様からは何かございますか。 

 

田中委員   戸田市のプラットフォームに参加してきました。分科会でデー

タを活用した教育のあり方と探究的な学びを受講させていただき

ました。 

 

稲垣職務代理   １点目は、夏休み明けに子供たちの生活面と学習面が崩れ

るケースがあり、配慮した方がよいことをいくつかまとめま

したので、活用していただければと思います。 

２点目は、他市の学校で、教室に一覧にして子供たちの成

績を掲示しているケースが見られました。人権上問題がある

と思うので、確認していただきたいと思います。 

３点目は、学校の玄関で座って靴が履けないところがある

ので、椅子を用意するよう伝えていただきたいと思います。 

 

教育長   ほかにございますか。ないようですので、以上で教育長の報告を

終わります。 

 

 

日程第５ 会議録署名人の選任 

教育長   続きまして、会議録署名人の選任ですが、本日の会議録署名につ

いては、寺田委員にお願いいたします。 

 

 

日程第６ 閉会 

教育長   以上で、本日の東松山市教育委員会会議を終了いたします。 
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 上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに 

署名する。 

 

 

  令和６年 ９月３０日 

 

 

   教 育 長   吉 澤   勲 

 

 

   委   員   寺 田 浩 之  

 

 

   書   記   若 松 春 良 


